
近畿地方整備局事業評価監視委員会（平成２８年度第５回） 
議 事 録（速報版） 

 

１．日 時  平成２９年１月２６日（木） １０：００～１２：１５ 

２．場 所   近畿地方整備局 第一別館 大会議室 

３．出席者 

   ○ 委 員  正司 健一 委員長 

         荒川 朱美 委員､井上 圭吾 委員､今西 珠美 委員 

江崎 保男 委員､帯野 久美子 委員､喜多 秀行 委員 

駒林 良則 委員､角 哲也 委員､多々納 裕一 委員 

 

○ 近畿地方整備局 

近畿地方整備局長、副局長、副局長、総務部長、企画部長、 

河川部長、道路部長、営繕部長、用地部長、建政部長、 

港湾空港部長 

 

４．議 事 

  （１）開 会 

  （２）事業評価監視委員会審議 

 

［事後評価］ 

           堺泉北港堺２区複合一貫輸送ターミナル整備事業（耐震） 

           姫路港広畑地区国際物流ターミナル整備事業 

           一般国道１７５号西脇バイパス 

           京都地方合同庁舎 

           堺地方合同庁舎 

 

［再評価］ 

           天ヶ瀬ダム再開発事業 

           一般国道１号水口道路 

           国営明石海峡公園 

              国営飛鳥・平城宮跡歴史公園 

           一般国道９号笠波峠除雪拡幅 

           一般国道２号神戸西バイパス 

           一般国道１６５号大和高田バイパス 

 

５．審議結果 

［事後評価］ 

・堺泉北港堺２区複合一貫輸送ターミナル整備事業（耐震） 

 審議の結果、「堺泉北港堺２区複合一貫輸送ターミナル整備事業（耐震）」

の完了後の事後評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲において、

おおむね適切であり、対応方針（案）のとおりでよいと判断される。 

 

・姫路港広畑地区国際物流ターミナル整備事業 

 審議の結果、「姫路港広畑地区国際物流ターミナル整備事業」の完了後

の事後評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲において、おおむ

ね適切であり、対応方針（案）のとおりでよいと判断される。 



 

・一般国道１７５号西脇バイパス 

 審議の結果、「一般国道１７５号西脇バイパス」の完了後の事後評価は、

当委員会に提出された資料、説明の範囲において、おおむね適切であり、

対応方針（案）のとおりでよいと判断される。 

 

・京都地方合同庁舎 

 審議の結果、「京都地方合同庁舎」の完了後の事後評価は、当委員会に

提出された資料、説明の範囲において、おおむね適切であり、対応方針（案）

のとおりでよいと判断される。 

 

・堺地方合同庁舎 

 審議の結果、「堺地方合同庁舎」の完了後の事後評価は、当委員会に提

出された資料、説明の範囲において、おおむね適切であり、対応方針（案）

のとおりでよいと判断される。 

 

［再評価］ 

・天ヶ瀬ダム再開発事業 

 審議の結果、「天ヶ瀬ダム再開発事業」の再評価は、当委員会に提出さ

れた資料、説明の範囲において、おおむね適切であり、対応方針（原案）

のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

 

・一般国道１号水口道路 

 審議の結果、「一般国道１号水口道路」の再評価は、当委員会に提出さ

れた資料、説明の範囲において、おおむね適切であり、対応方針（原案）

のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

 

・国営明石海峡公園 

審議の結果、「国営明石海峡公園」の再評価は、当委員会に提出された

資料、説明の範囲において、おおむね適切であり、対応方針（原案）のと

おり「事業継続」することが妥当と判断される。 

 

・国営飛鳥・平城宮跡歴史公園 

 審議の結果、「国営飛鳥・平城宮跡歴史公園」の再評価は、当委員会に

提出された資料、説明の範囲において、おおむね適切であり、対応方針（原

案）のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

 

・一般国道９号笠波峠除雪拡幅 

 審議の結果、「一般国道９号笠波峠除雪拡幅」の再評価は、当委員会に

提出された資料、説明の範囲において、おおむね適切であり、対応方針（原

案）のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

 

・一般国道２号神戸西バイパス 

 審議の結果、「一般国道２号神戸西バイパス」の再評価は、当委員会に

提出された資料、説明の範囲において、おおむね適切であり、対応方針（原

案）のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

 

 



・一般国道１６５号大和高田バイパス 

 審議の結果、「一般国道１６５号大和高田バイパス」の再評価は、当委

員会に提出された資料、説明の範囲において、おおむね適切であり、対応

方針（原案）のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

 

 

 

                                     以   上 


